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　1　戸籍への着目―本書の意義
　本書は，家族社会学の観点から戸籍をテーマ
とした大変貴重な研究書である。戸籍研究の多
くは法学の分野で担われてきた。そのようなな
か，「家族」という枠組み自体への問題関心か
ら執筆された本書は，戸籍という制度，そして
法の背景にある社会構造や人びとの意識を形成
する規範が生み出す問題が，いかにわたしたち
の日常と結びついているかを提示する。
　戸籍とは何かを概観するところからはじま
り，本書が貫いているのは，明治政府が生み出
した近代戸籍制度，そして戦後の戸籍法が基礎
とする「家族」単位への問いである。戦後，家
制度は廃止され，戸籍は「夫婦と未婚の子」で
編成される身分登録システムとなった。それで
もなお，「家族」という枠組みに翻弄され，戸
籍を「汚さない」ために苦悩し，葛藤する人び
との姿がある。なぜ，家制度廃止とともに個人
単位の登録簿に切り替えることができなかった
のか。もし，個人単位が実現されていたのなら
ば，戸籍に翻弄される人びとの苦悩も存在しな

かったのではないか。本書は，そのような疑問
を丁寧にひもといてくれる。
　本書の課題として提示されるのは，①戦後の
戸籍はどうして家族単位になったのか（第 2・
3 章），また②家族単位の戸籍が戦後の家族に
どのように作用したのか（第 4・5 章）という
ふたつの柱である。前者については，1947 年
の戸籍法改正に際しての起草委員会や法務官僚
たちの回顧録や講演などから，戦前に引きつづ
き，家族単位が採用されることとなった文脈が
検討される。そして後者については，家族単位
の戸籍に苦悩する人びとの現実が，新聞の「身
の上相談」と回答から分析される。そこで明ら
かにされるのは，それぞれの事情を通してあら
わになる家族観である。そして，最終章では，
家族単位で運用されてきた戸籍が，「婚姻家族」
―婚姻届を出した夫婦とその間に生まれた子
のみからなる家族―を規範化する様相が，婚
外子の比率の低さなどから示され，「家族」単
位の抜本的な見直しの必要が強調される（第 6
章）。
　近代戸籍制度は日本「国民」の管理システム
として存在しつづけている。日本国籍をもつ者
は戸籍簿と住民基本台帳という二重の名簿で管
理される。しかしながら，多くの人びとはこれ
らの制度に関心があるとはいいがたい。二重の
管理システムが存在することすら，意識される
ことはほとんどない。そもそも，住民サービス
の多くは住民基本台帳によって実施されてお
り，わたしたちが戸籍に触れる機会は日常的に
はそう多くはない。ただし，戸籍に触れる機会
がそう多くはないのは日本国籍をもつ者のう
ち，とくに〈問題〉に直面せずにいる場合に
は，である。他方で，戸籍制度は，少なくない
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人びとにとって厄介な問題を保持しつづけるシ
ステムでもある。
　評者は，以上のような問題関心をもって本書
と出会ったのだが，戦後の戸籍をめぐるあゆみ
を踏まえると，事柄はそう単純ではないと気づ
かされた。戸籍法の改定過程を担った人びとや
時代状況にしても，その結果として施行された
戸籍法に翻弄される人びとにしても，複雑な現
実が横たわっていることが本書では詳細に描き
出されているからだ。
　誰が，どこで，どのような日常を育んできた
のか。どのような文脈において，戸籍というひ
とつのシステムと向き合ってきたのか。本書を
通して学んだひとつにつぎのようなことがあ
る。多くの史料を駆使した分析はもちろん貴重
なものではある。同時に，本書が読者に突きつ
けるのは，そこに引用されている数々の〈声〉
から垣間見える人びとの日常がある，というこ
とだ。著者が「当事者の声」にこだわったと言
及するように，どのように想像力を働かせなが
ら，史料と向き合い，出来事に迫ることができ
るのか，という研究手法についても大きな学び
があったことを記しておきたい。
　以下，本書に描き出されたふたつの柱からい
くつかの論点を拾い上げていくこととしたい。
その後に，評者の関心から若干の課題を提起し
ておきたい。

　2　�戦後戸籍の改正プロセス�
―戸籍事務の煩雑さ

　戦後，起草委員会による戸籍改正の提示案
は，民法上の「家」は廃止するものの，形式は
維持するというものであった（34-35 頁）。し
かし，抜本的に形式を変更し，「個人カード方
式」にすべきだとの主張もあったという。たと
えば起草作業にあたった川島武宜が戦前の「家」
制度と戸籍を結びつけて認識しているのは，戸

籍のイデオロギー性を深く認識していたからだ
と著者は分析する（45 頁）。
　また，当時は賛成しなかったものの，後に振
り返り，個人単位にすべきだったと述べるの
は，起草作業にあたった我妻栄である。我妻
は，1953 年の時点で，起草作業当時，「戸籍に
対する国民感情を見誤った」とし，後悔の弁を
述べている。そこには時代背景がある。日本の
GHQによる占領からわずか 7年を経て，サン
フランシスコ講和条約発効（1952 年）を機会
とし，「家」制度への回帰を求める保守派の議
論が強まっていく。文書で明らかにされたわけ
ではないが，その足がかりに戸籍があった（52
頁）。
　個人単位が採用されなかったのは，実務負担
という現実問題もあった。実際の戸籍法改正作
業を担ったのは，おもには法務官僚であった。
本書では，たとえば，当時，司法省事務官で
あった青木義人の振り返り（1978 年）が引用
される。

（……）物資は欠乏し財政は破綻しかけてい
るという困難な時でしたから，かような時期
に戸籍事務にとり大きな負担となるような変
革ができるわけがないのであります。紙一つ
にしたって容易に入手できないという時に，
戸籍というものをそう大きくいじるというこ
とは，実務面からいってもほとんど不可能に
近いといわざるを得ないわけです（76 頁）。

　物資も人手もない。しかし，戦争の事後処理
という膨大な課題はある。戸籍が滅失した市町
村では再製作業―当然だが手書きである―
が急がれ，かつ，戦没者や引揚者などの戸籍整
理も必要となる。証明書がなければ，配給を受
け取ることもできないので，人びとは役所の窓
口に殺到する。このあたりの回顧録を拾い上げ
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た本書の記述は臨場感をもって迫ってくる。と
くに物資不足について，出版図書数や紙生産高
とあわせて背景分析がなされており，当時，個
人単位に改正されていれば，戸籍制度の運用は
立ち行かなかったであろうと著者は述べる（253
頁）。
　ほかにも理由はある。GHQからは，合理性
や効率性を理由に東京一極管理が求められたこ
と，個人単位が求められたこと。戸籍法改正に
あたり，それらへの拒否という態度があったこ
とも，詳細な記述によって明らかにされる。し
かしながら，当時の関係者の思惑とは裏腹に，
東京一極管理（＝政府による管理）について
は， 後述するように，21 世紀になって成し遂げ
られつつある。あまりにも皮肉な流れではない
だろうか。

　3　�戸籍に翻弄される人びと�
―「婚姻家族」・規範の形成

　本書のふたつめの柱は，家族単位の戸籍が戦
後の家族にどのように作用したのかについての
分析である。「身の上相談」から抽出される
テーマは，①婚外子（第 4章），②結婚・離婚・
再婚（第 5章）にまつわるものである。
　この分析は，本書の最初に取り組まれた課題
であるという。母子世帯や離婚をめぐる家族政
策の研究を積み重ねてきた著者は，これまでの
研究から，戸籍が重要なテーマであると認識し
ていたという。とくに，新聞の「身の上相談」
の戸籍にまつわる記事が戸籍制度の研究に没頭
していくきっかけであったという。であるから
こそ，本書の醍醐味はここにある。紙幅の都合
により，事例紹介は省略するが，著者はつぎの
ようにまとめている。

　婚外出産，離婚，再婚の当事者は，「夫婦
とその間に生まれた子のみ」の戸籍，あるい

は，限りなくそれに近い戸籍を確保しようと
懸命になっている。それは「婚姻家族」規範
に縛られ，それに抗することもできず，もが
き苦しむ人々の姿である（243 頁）。

　「婚姻家族」規範がいかに強固に存在するの
か。それは相談者のみならず，回答者の応答に
もみられる。戸籍に翻弄される人びとの現実
は，家制度が廃止されても，戸籍が社会のなか
で家族観を再生産しつづけていることが強く示
唆されているのではないだろうか。また，夫の
婚外関係によって苦悩する人びとも含め，取り
上げられる相談者は，ほぼ女性であることにも
注目したい。つまり，戦前の「家」制度の枠組
みと同様，いま現在もしっかりと性別役割は存
在しているのだ。「家族」単位の戸籍によって。
　さて，このように戸籍に翻弄されるのは，特
殊な立場に置かれた人びとなのだろうか。評者
の問題関心から，ほとんどの人びとは戸籍に関
心がない，と先述した。しかし，著者が指摘し
ているように，「身の上相談」に投書する人も，
さらには掲載される事例も少数かもしれない
が，掲載を選定するのは新聞社である。「その
際には当然，多くの読者が意識され，読者から
一定の共感や理解が得られるような悩みが選ば
れる」のであり，「人々の常識や社会認識の枠
のなかで，容認される内容が掲載されるのであ
る」（30 頁）。とすれば，実際には，想像以上
に戸籍が多くの人びとに意識されているといえ
るのかもしれない。

　4　戸籍と家族―国民管理
　本書を紹介するエッセイで著者はこう述べ
る。

　結局，日本の政策の根底には，家族は「夫
婦と子ども」からなるもの，それ以外は周辺
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的な存在，という見方があるのではないか。
突き詰めていえば，「夫婦と子ども」といっ
ても，それは「法律婚夫婦とその嫡出子」の
ことではないのか。さらに巨視的にみれば，
戦後の日本社会では，「法律婚夫婦とその嫡
出子」があるべき家族として規範化され，そ
れがいまも強力に作用しているのではないか（1）。

　このような政策の基盤となり，あるべき家族
像を規範化しているのが戸籍制度でもある。で
は，そこからはみでる人びとに葛藤を強いる状
況を少しでも改善していくためにはどうすれば
よいのだろうか。本書は，つぎのような力強い
言葉で締めくくられる。

　戸籍が家族単位であることは，決して自明
なことではない。家族単位を選択した当事者
（法改正に従事した法学者や法務官僚ら――
評者注）の真意をその語りから汲み取れば，
いま取り組むべきことは，家族単位から個人
単位に改めることである。個人単位に改める
ことで，戸籍は身分関係の公証ツールとして
の機能を発揮し，人々の暮らしと人生を支え
るものとなる。戸籍制度を抜本的に見直すこ
とこそが，身の上相談に寄せられた戸籍をめ
ぐる相談への回答である。それはまた，戸籍
の呪縛から日本の家族を解放することでもあ
る（261 頁）。

　たしかに，戸籍が家族単位で形成されている
からこそ，「婚姻家族」を中心とした観念は残
存しつづける。しかしながら評者はこう自問し
てしまうのだ。そもそも，戸籍制度は必要なの
だろうか，と。冒頭に記したとおり，日本には
戸籍簿と住民基本台帳という二重の管理システ
ムがある。少なくとも非合理的なこのシステム
を統合することはできないものだろうか。一本

化するのであれば，住民サービスのほとんどが
基盤としている住民基本台帳を残せばいい。も
ちろん，個人単位での登録に変更すべきであろ
う。
　かつて，戸籍研究者の佐藤文明は，戸籍とは
「天皇にまつろう者」たちの「臣民簿」である
と表現した（佐藤 1988）。天皇・皇后は大統譜，
その他の皇室は皇統譜に登記され，戸籍に組み
込まれているわけではない。外国籍住民も別管
理である。また，戸籍の記載事項によって，部
落差別，婚外子や性別変更者への差別（2）など
も再生産されつづけている。
　天皇制を補完するためにつくられたのが近代
戸籍制度だという佐藤の議論を踏まえると（3），
このような差別の温床であるシステムの廃絶を
思考したいと評者は考えている。もちろん，そ
の思考作業は，本書のような丁寧な議論の積み
重ねを踏まえて，模索していくべきであろう。
　最後に，戸籍制度をめぐる現状の課題につい
て，評者の関心から述べておきたい。評者が戸
籍制度に関心をもったのは，婚姻制度や天皇制
の問題がきっかけであった。そしてこれまでに
〈反婚〉という概念を用いて，政策の背景にあ
る思想や規範を批判的に考察してきた（堀江
2015：第 2 部；2021 など）。先述のように，戸
籍制度は廃止すべきだと考えているのだが，昨
今懸念しているのは以下の 2点である。
　まず，戸籍簿のオンライン化と政府による一
元管理の問題である。20 年前には「国民総背
番号制」と批判され，反対の声があがっていた
住民基本台帳ネットワークは，マイナンバー制
度によって再構築され，現在ではわたしたちの
日常生活にしっかりと入り込んでいる。同時に
各自治体が保持してきた戸籍簿に記載された情
報も，オンライン化され，政府が一元把握する
状態のなかにわたしたちはいる。家族・親族関
係のみならず，健康保険や銀行口座も紐づけさ
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れる計画もある。個々人の健康状況や財産・資
産なども政府が一元化して把握するのは何のた
めだろうか。近代戸籍制度が徴兵や徴税のため
につくられた後，軍国主義へと邁進していった
日本の歴史を振り返ると，危機感をもたざるを
えない。
　もうひとつは同性婚をめぐる諸課題である。
さまざまな特権が―義務も―付与される婚
姻制度に同性カップルは参入機会さえない状態
は端的に不平等である。ただ，同性婚を求める
動きのなかで，婚姻制度自体がはらむ問題はな
かなか議論の俎上にのらない。「家族」単位や
夫婦同氏強制についてなど，これまでの議論の
蓄積との距離が横たわりつづけているのだ。
　困難な〈問題〉に直面した人びとのみが戸籍
に翻弄される。そのことは本書が明らかにして
いる。手遅れになる前に，どのような抵抗が可
能なのか，評者も模索しつづけたいと改めて痛
感した。

（下夷美幸著『日本の家族と戸籍――なぜ「夫
婦と未婚の子」単位なのか』東京大学出版会，
2019 年 11 月，ⅷ＋ 275 ＋ 15 頁，定価 3,960 円
（税込））
（ほりえ・ゆり　公益財団法人世界人権問題研究セ

ンター専任研究員／法政大学大原社会問題研究所

嘱託研究員）　
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